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１ そ の 他 の 議 案 等

（１）専決処分の承認について

ア 貸金返還請求に関する訴えの提起に係る専決処分の承認について

専決処分内容

訴 え の 相 手 方
課 名 請 求 の 趣 旨 専決処分年月日

住 所 氏 名

(1) 金134,707,914円及びこのうち，

金70,914円に対する平成元年10月1日から支払済みまで，

金16,828,000円に対する平成2年10月1日から支払済みまで，

金16,828,000円に対する平成3年10月1日から支払済みまで，

金16,828,000円に対する平成4年10月1日から支払済みまで，

金16,828,000円に対する平成5年10月1日から支払済みまで，

金16,828,000円に対する平成6年10月1日から支払済みまで，

商工政策課 海部郡牟岐町大字河内字 海部郡資源再利用協業組合 金16,828,000円に対する平成7年10月1日から支払済みまで， 令和元年11月13日

はやまだに312番地 金16,828,000円に対する平成8年10月1日から支払済みまで，

金16,841,000円に対する平成9年10月1日から支払済みまで

年10.75％の割合による金員を支払え。

(2) 金223,230円を支払え。

(3) 訴訟費用は相手方の負担とする。

との判決並びに第1項及び第2項につき仮執行の宣言を求める。


